
【笠岡市教育委員会】

端末整備・更新計画

笠岡市 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

① 児童生徒数 ２７３２ ２５９０ ２５３０ ２４５８ ２３５２

②予備機を含む

整備上限台数

３１４１ ２４５２ １８２３ １１０９ ４６４

③整備台数

（予備機除く）

４５８ ４８７ ５４９ ４５５ ４０３

④ ③のうち

基金事業によるもの

４５８ ４８７ ５４９ ４５５ ４０３

⑤累積更新率 １７％ ３７％ ５９％ ７９％ １００％

⑥予備機整備台数 ６８ ７３ ８2 ６８ ６０

⑦ ⑥のうち

基金事業によるもの

６８ ７３ ８2 ６８ ６０

⑧予備機整備率 １５％ １５％ １５％ １５％ １５％

笠岡市矢掛町

中学校組合

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

① 児童生徒数 ６８ ６４ ７７ ８１ ８６

②予備機を含む

整備上限台数

７８ ５５ ２２ ６ ６

③整備台数

（予備機除く）

１６ ４２ １９ ４ ５

④ ③のうち

基金事業によるもの

１６ ４２ １９ ４ ５

⑤累積更新率 ２４％ ９１％ １００％ １００％ １００％

⑥予備機整備台数 2 ６ ２ １ １

⑦ ⑥のうち

基金事業によるもの

2 ６ ２ １ １

⑧予備機整備率 １３％ １４％ １３％ １４％ １４％

（端末の整備・更新計画の考え方）

本市では、GIGA 第１期において、令和元年度、令和２年度、令和３年度の３年間で段

階的に端末整備を行っており、第２期では令和６年度より段階的に５年間で更新を行

う。

（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について）



○対象台数：６２６台（Windows 機）、３２０２台（chromebook）

〇処分方法

使用可能な端末（chromebook）は、教職員が授業で使用したり、支援員が使用した

りする等の業務端末としての活用や、オンラインでの授業配信を行う際の補助端末と

して活用するなど学校の要望を確認し、活用する。

また、Windows 機及び再使用等できない端末（chromebook）は、処分事業者へ委託す

る。

〇端末のデータの消去方法 ※いずれかに〇をつける

・自治体の職員が行う

・処分事業者へ委託する

〇スケジュール

令和７年２月 処分業者選定

令和７年４月 新規購入端末の使用開始

令和７年７月 業者へ処分端末引き渡し

〇その他特記事項

※令和８年度以降のスケジュールについては別途定める。


